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(57)【要約】
【課題】操作に熟練を要することなく孔の内周面を広範
囲にわたって撮像することができる内視鏡を提供する。
【解決手段】孔に挿入され、該孔の内周面を撮像する内
視鏡１は、円筒状に成形され、その周壁に軸方向に延び
る透明な窓部３ｃが設けられた外殻２，３と、外殻の内
部に設けられた固体撮像素子２７と、窓部を通して被写
体光を集光する対物レンズ１７を含み、固体撮像素子に
結像する対物光学系と、対物光学系の少なくとも対物レ
ンズを外殻の軸に沿って移動させる駆動機構と、固体撮
像素子および駆動機構を制御する制御手段２５と、制御
手段を作動させる操作スイッチ４７と、を備え、記孔に
挿入された状態で、操作スイッチが孔の外から操作可能
である。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　孔に挿入され、該孔の内周面を撮像する内視鏡であって、
　円筒状に形成され、その周壁に軸方向に延びる透明な窓部が設けられた外殻と、
　前記外殻の内部に設けられた固体撮像素子と、
　前記窓部を通して被写体光を集光する対物レンズを含み、前記固体撮像素子に結像する
対物光学系と、
　前記対物光学系の少なくとも前記対物レンズを前記外殻の軸に沿って移動させる駆動機
構と、
　前記固体撮像素子および前記駆動機構を制御する制御手段と、
　前記制御手段を作動させる操作スイッチと、
を備え、
　前記孔に挿入された状態で、前記操作スイッチが該孔の外から操作可能であることを特
徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記操作スイッチが、前記孔の挿入開口に臨む前記外殻の底部に設けられていることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記窓部は、前記外殻の周壁に全周にわたって設けられており、
　前記駆動機構が、前記対物光学系の少なくとも前記対物レンズを前記外殻の軸を回転軸
として回転させながら該外殻の軸に沿って移動させることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記外殻が円筒状に成形され、その周壁の内周面にネジ溝が形成されており、
　前記駆動機構が、前記対物レンズを支持する支持体と、前記外殻の軸を回転軸として前
記支持体を回転駆動する駆動手段を備え、
　前記支持体が、前記外殻の前記ネジ溝に係合していることを特徴とする請求項３に記載
の内視鏡。
【請求項５】
　前記制御手段が、前記固体撮像素子から撮像信号を読み出して画像データを生成し、
　前記画像データを格納するメモリを前記外殻内にさらに備えたことを特徴とする請求項
１～請求項４のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記駆動機構が、電力により動作し、
　前記固体撮像素子および前記駆動機構ならびに前記制御手段に電力を供給する電源電池
を、前記外殻内にさらに備えたことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１項に記
載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野で消化管や子宮頸部などの管腔内の検診に、あるいは工業分野で細径の管内や
狭い空洞の検査に内視鏡が用いられている。かかる用途の内視鏡として、管腔内、管内、
空洞などの孔に挿入される可撓なチューブを備え、このチューブの先端部側面に対物レン
ズが設けられ、側方に視野が広がる側視型の内視鏡が知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００３】
　また、チューブの先端部に全方位受光ユニットが設けられ、側方に全周にわたって視野
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が広がる内視鏡も知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、近年では、医療分野で消化管の検診にカプセル型の内視鏡が用いられている。カ
プセル型の内視鏡は、撮像装置を内蔵し、消化管の蠕動運動によって消化管の内部を搬送
されながら消化管の内部を撮像してゆく（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平０３－１９１９４４号公報
【特許文献２】特開２００３－２７９８６２号公報
【特許文献３】特開平０９－３２７４４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡の視野は比較的狭く、孔の内周面を広範囲にわたって観察するためには視野を移
動させる必要がある。孔にチューブを挿入する内視鏡においては、チューブの挿抜や捻転
により視野を移動させることになるが、その操作には熟練を要する。そのため、例えば検
診で被検者自らが操作することは現実的ではなく、操作は医師に委ねることになる。しか
しながら、例えば子宮頸部の検診では、医師に体を見られることに対する抵抗感があり、
検診の普及を阻む要因となっていた。
【０００６】
　一方、カプセル型の内視鏡は、消化管の蠕動運動により消化管の内部を搬送される。そ
のため、視野を移動するための操作を要しないが、蠕動運動がない被検体には用いること
ができない。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みなされたものであり、操作に熟練を要することなく孔の
内周面を広範囲にわたって撮像することができる内視鏡を提供することを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡は、孔に挿入され、該孔の内周面を撮像する内視鏡であって、円筒状に
形成され、その周壁に軸方向に延びる透明な窓部が設けられた外殻と、前記外殻の内部に
設けられた固体撮像素子と、前記窓部を通して被写体光を集光する対物レンズを含み、前
記固体撮像素子に結像する対物光学系と、前記対物光学系の少なくとも前記対物レンズを
前記外殻の軸に沿って移動させる駆動機構と、前記固体撮像素子および前記駆動機構を制
御する制御手段と、前記制御手段を作動させる操作スイッチと、を備え、前記孔に挿入さ
れた状態で、前記操作スイッチが該孔の外から操作可能であることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の内視鏡は、前記操作スイッチが、前記孔の挿入開口に臨む前記外殻の底
部に設けられていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の内視鏡は、前記窓部は、前記外殻の周壁に全周にわたって設けられてお
り、前記駆動機構が、前記対物光学系の少なくとも前記対物レンズを前記外殻の軸を回転
軸として回転させながら該外殻の軸に沿って移動させることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の内視鏡は、前記外殻が円筒状に成形され、その周壁の内周面にネジ溝が
形成されており、前記駆動機構が、前記対物レンズを支持する支持体と、前記外殻の軸を
回転軸として前記支持体を回転駆動する駆動手段を備え、前記支持体が、前記外殻の前記
ネジ溝に係合していることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の内視鏡は、前記制御手段が、前記固体撮像素子から撮像信号を読み出し
て画像データを生成し、前記画像データを格納するメモリを前記外殻内にさらに備えたこ
とを特徴とする。
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【００１３】
　また、本発明の内視鏡は、前記駆動機構が、電力により動作し、前記固体撮像素子およ
び前記駆動機構ならびに前記制御手段に電力を供給する電源電池を、前記外殻内にさらに
備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の内視鏡は、孔に挿入した状態で、操作スイッチを操作して制御手段を作動させ
、撮像処理を開始することができる。そして撮像処理においては、駆動機構により対物レ
ンズが軸方向に移動され、それに伴って視野が軸方向に移動する。そのため、内視鏡全体
を挿抜や捻転させる必要がなくなり、操作に熟練を要することなく孔の内周面を広範囲に
わたって撮像することができる。
【００１５】
　そこで、例えば子宮頸部の検診に用いる場合に、被検者自ら内視鏡を装着し、装着が済
んだ後に撮像処理を開始し、検診を受けることができる。それにより、医師に体を見られ
ることの抵抗感を払拭し、なおかつ手軽に操作ができて、検診の普及に寄与することがで
きる。
【００１６】
　また、窓部が、外殻の周壁に全周にわたって設けられ、駆動機構が、対物光学系の少な
くとも対物レンズを外殻の軸を回転軸として回転させながら軸方向に移動させる構成とす
れば、視野が全周に満たない場合にも、内視鏡を回転操作することなく、全方位を撮像す
ることができる。それにより、孔の内周面をより広範囲にわたって撮像することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る電子内視鏡の外観斜視図である。本実施形態の電子
内視鏡は、側視型ということができ、また、硬性型である。この電子内視鏡１は、本体部
２及び透明カプセル部３を有する外殻と、この外殻の内部に収納される移動レンズ枠部４
及び後述の撮像駆動ユニット部５（図２参照）とを備えている。
【００１９】
　図２は、電子内視鏡１の分解斜視図であり、図３は、電子内視鏡１の縦断面図である。
【００２０】
　本体部２は、樹脂材などで有底円筒形に形成されて成り、底部（図２の下側）２ａには
筒状の電池収納部２ｂが設けられ、電源電池１１が装着された後に電池収納部２ｂは電池
蓋１２によって気密に閉塞される様になっている。
【００２１】
　つまり、電子内視鏡１は、電源電池１１を内蔵しており、外部からの電力供給を要しな
い。そのため、電子内視鏡１は、電力供給用のケーブルが接続される必要はなく、取り扱
い性に優れる。
【００２２】
　また、底部２ａには、図示する例では２本の管１３，１４が外殻の外側に突出して設け
られている。これらの管１３，１４は、例えば後述する画像用メモリ２６に格納された画
像データを外部の機器に転送する際に転送用のケーブルが挿通され、それを保護するため
に設けられている。また、管１３，１４は軟質なものであってもよいが、硬質なものとし
て、内視鏡１を使用する際に、内視鏡１を被検体の孔に挿入し、あるいは孔から引き出す
ための把持部としてもよい。
【００２３】
　本体部２の内周面には、本体部２の軸を中心とする精密な雌ネジ２ｃが刻設されており
、雄ネジが形成された部材（移動レンズ枠部）４が螺合し回転することで、該部材４は、
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軸方向に進退する様になっている。
【００２４】
　透明カプセル部（窓部）３は、硬質の透明樹脂で成形された円筒体でなり、一端側（先
端側）は半球状に成形され、この半球部３ａと反対側の開口端部３ｂと、本体部２の開口
端部２ｄとが整合して接着固定される。図示する例では、カプセル部３全体が透明樹脂で
形成されているが、円筒部３ｃが透明であればよく、半球部３ａは、不透明であってもよ
い。また、半球部３ａと円筒部３ｃとを同一の材料で一体形成せずに別体で形成し一体に
接合する構造でもよい。なお、透明樹脂は、例えば赤外光等の特定の波長の光に対して透
明であればよく、必ずしも可視光に対して透明でなくてもよい。
【００２５】
　半球部３ａを図示するより更に小径に形成し、透明カプセル部３の円筒体３ｃの先端部
をテーパ形状に絞ってから滑らかに半球部３ａに連設する様に構成しても良い。この様に
すると、より小さな孔にも透明カプセル部３の先端部を案内し挿入し易くなる。本実施形
態の場合、透明カプセル部３の円筒部３ｃ外径と本体部２の外径とを同一寸法にしている
ため、両者間に段差は生じない。
【００２６】
　移動レンズ枠部４は、樹脂材を円盤状に形成した対物レンズ搭載部４ａと、該対物レン
ズ搭載部４ａと略同径の円筒状部材４ｂとを備え、円筒状部材４ｂの上部（電子内視鏡１
の先端方向）開口端に対物レンズ搭載部４ａが一体となるように接着固定され、該開口端
が閉塞される。対物レンズ搭載部４ａの外径は、透明カプセル部３の内径より若干小径に
形成され、対物レンズ搭載部４ａが透明カプセル部３内でガタツキなくスムースに移動で
きるようになっている。
【００２７】
　円筒状部材４ｂの外周面には、本体部２の内周面に刻設された雌ネジ２ｃに螺合する精
密な雄ネジ４ｃが、円筒状部材４ｂの軸方向全長に渡って刻設されており、また、円筒状
部材４ｂの内周面には内歯歯車４ｄが形成されている。この内歯歯車４ｄは、軸に平行な
歯で且つ円筒状部材４ｂの軸方向全長に渡る歯が周方向に等間隔に形成されてなる。
【００２８】
　対物レンズ搭載部４ａの中心軸部分には、上端方向（電子内視鏡１の先端方向）に底部
を有する円柱孔４ｅが穿孔されており、この円柱孔４ｅ内に、対物ミラー１６が収納され
ている。対物ミラー１６は円柱状ガラス体を斜め４５度で切断した形状を持ち、この斜め
４５度の切断面に、反射膜が製膜されている。
【００２９】
　対物レンズ搭載部４ａには、円盤状部材の半径方向に直状に延びる撮像用の撮像孔４ｆ
が穿孔され、撮像孔４ｆの一端は対物レンズ搭載部４ａの外周側面に開口され、この開口
部に凹レンズでなる対物レンズ１７が設けられる。撮像孔４ｆの他端は円柱孔４ｅに開口
しており、透明カプセル部３を透過し、対物レンズ１７を通して孔４ｆ内に入射した被写
体光は、平行光束として進み、対物ミラー１６の上記斜め４５度の反射面で反射し、平行
光束のまま円筒状部材４ｂの中心軸に沿って進む様になっている。
【００３０】
　尚、図３では、撮像孔４ｆ内及び上記の平行光束を明示するために、平行光束の向こう
側に見える内歯歯車４ｄの歯の図示は省略しており、平行光束を白抜き部分で示している
。
【００３１】
　撮像駆動ユニット部５は、本体部２の底部２ａに設けられている電池収納部２ｂの周壁
部を支柱として、図示しないステー部材を用い本体部２の内部に固定設置される。撮像駆
動ユニット部５は、図示する例では３枚の基板２１，２２，２３を備える。
【００３２】
　最下層（底部２ａ側）の基板２１にはステッピングモータのドライバ回路等を含む制御
ユニット２５が設けられ、中層の基板２２には撮像画像データを格納する画像メモリ２６
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が設けられ、上層の基板２３は、ＣＣＤ型イメージセンサやＣＭＯＳ型イメージセンサ等
の固体撮像素子２７と、ステッピングモータ２８が設置される。
【００３３】
　基板２３の中心部には、円筒状に形成されたレンズホルダ２９が設けられ、この内部に
固体撮像素子２７が収納される。そして、レンズホルダ２９の上端開口部に集光レンズ３
０が設置され、中心軸に沿って入射して来る上記の平行光束（被写体光）が、固体撮像素
子２７の受光面に集光レンズ３０によって結像される。即ち、対物レンズ１７、対物ミラ
ー１６、および集光レンズ３０により対物光学系が構成されている。
【００３４】
　集光レンズ３０に入射する平行光束の、集光レンズ３０の直前部分に、平行光束の光軸
（＝円筒状部材４ｂの中心軸）に対し斜め４５度に傾斜して置かれたハーフミラー３１が
設けられる。そして、ハーフミラー３１に対し照明光が平行光束となるように集光する照
明レンズ３２と、照明光を発光するＬＥＤ３３とが設けられる。ハーフミラー３１、照明
レンズ３２、ＬＥＤ３３は、基板２３に固定される。
【００３５】
　基板２３の周辺部にはステッピングモータ２８が固設され、このステッピングモータ２
８の回転軸にモータギア（平歯車）３６が取り付けられる。ステッピングモータ２８の回
転軸は円筒状部材４ｂの中心軸（＝平行光束の光軸）と平行に設けられており、モータギ
ア３６には平歯車のアイドルギア３７が噛合される。
【００３６】
　アイドルギア３７の回転軸は基板２３に対して垂直に回転自在に軸支されており、アイ
ドルギア３７の歯数はモータギア３６の歯数より多くなっている。このため、ステッピン
グモータ２８の回転速度は減速されてアイドルギア３７に伝達される。アイドルギア３７
は、円筒状部材４ｂの内周面に設けられた内歯歯車４ｄに噛合される。
【００３７】
　ステッピングモータ２８が回転すると、アイドルギア３７が回転し、これに伴って円筒
状部材４ｂが回転する。円筒状部材４ｂが回転すると、その回転方向により、移動レンズ
枠部４の円筒状部材４ｂが、本体部２の内部に螺入し或いは内部から螺出することになり
、軸方向に進退する。
【００３８】
　この電子内視鏡１には、電源スイッチ４７が設けられ、この電源スイッチ４７が投入さ
れると、電源電池１１からの電力が図示しない配線を通して撮像駆動ユニット部５の各構
成部に供給され、撮像動作，駆動動作が後述するように行われる。
【００３９】
　電源スイッチ４７は、図９に示す内視鏡１が被検体の孔に挿入された状態で、孔の外か
ら操作可能である。図示の例では、電源スイッチ４７は手操作によりオンオフされる構成
となっており、孔の開口に臨む本体部２の底部２ａに設けられている。尚、底部２ａに形
成された電池収容部２ｂの開口部に嵌め込まれて底部２ａの一部を構成する電池蓋１２に
設けられてもよい。また、電源スイッチの他の構成例として、本体部２から孔の外までリ
モートコードを導出し、その端部にオンオフ操作する操作部を設ける構成としても良い。
また、電源スイッチの他の構成例として、本体部２に磁力に応動するスイッチ端子を内蔵
させ、孔の外から、本体部２に磁石を近づけたり離したりすることで、このスイッチ端子
をオンオフ操作する構成としても良い。
【００４０】
　図４は、撮像駆動ユニット部５の機能ブロック図である。システム全体を統括制御する
ＣＰＵ４１には、制御プログラムが格納されると共にワークメモリとしても動作する制御
メモリ４２と、図３で説明した基板２２に設けられる画像メモリ２６と、ＬＥＤ３３を駆
動するＬＥＤ駆動回路４３と、撮像素子２７を駆動する撮像素子ドライバ４４と、ステッ
ピングモータ２８を駆動するモータドライバ４５に駆動パルスを供給するパルス発生器４
６とが接続される。
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【００４１】
　電源スイッチ４７が投入されると、電源電池１１から各部に電力が供給されて動作を開
始し、モータ２８が回転駆動される。これにより、移動レンズ枠部４は、電子内視鏡１の
内部で回転し、且つ軸方向に進退する。また、ＬＥＤ３３からの発光光が照明レンズ３２
で平行光に集光され、この平行光がハーフミラー３２により対物ミラー１６の方向に反射
され、対物ミラー１６で反射した平行光が対物レンズ１７を通して被写体方向に照射され
、照明光となる。
【００４２】
　被写体からの反射光は対物レンズ１７を通して電子内視鏡１内に取り込まれ、対物ミラ
ー１６で反射した被写体の光像は、平行光束のまま集光レンズ３０まで進み、この集光レ
ンズ３０によって撮像素子２７の受光面上に結像される。
【００４３】
　撮像素子２７で撮像された被写体の撮像信号は、ＣＰＵ４１に取り込まれて画像処理さ
れ、例えばＪＰＥＧ画像データとして画像メモリ２６に格納される。かかる構成によれば
、電子内視鏡１単体で被写体の画像を取得・保存することができ、取り扱い性に優れる。
【００４４】
　図５は、制御メモリ４２に格納されている制御プログラムの処理手順を示すフローチャ
ートである。図９に示す状態に内視鏡１が被検体の孔に装着された後に、孔の外から電源
スイッチ４７が操作されて電源スイッチ４７が投入されると、この制御プログラムが立ち
上げられ、先ず、ステッピングモータ２８が原点側に駆動される（ステップＳ１）。原点
側とは、例えば図３に示す状態すなわち対物レンズ１７の位置が電子内視鏡１の先端側と
なる方向である。
【００４５】
　本実施形態では、コスト削減のために、ステッピングモータ２８が原点に達したか否か
を検出するセンサを設けていないので、次のステップＳ２で、所定時間を計数するタイマ
がカウントアップしたか否かを判定し、所定時間が経過しない間はステップＳ１を繰り返
し実行する。原点に達したことを検出するセンサを設けていれば、このセンサの原点検出
までステップＳ１を繰り返し実行すれば良い。
【００４６】
　所定時間とは、ステッピングモータ２８が原点に達するに要する一番長い時間とすれば
良い。例えば、図７に示す状態は、移動レンズ枠部４が回転して最下位位置まで移動した
状態を示しており、この状態から、ステッピングモータ２８の回転によって移動レンズ枠
部４が回転して図３に示す原点位置（移動レンズ枠部４が半球部３ａの内周面に当接しそ
れ以上その方向に移動できない位置）に達するまでの時間とすれば良い。
【００４７】
　これにより、移動レンズ枠部４が、図３の状態と図７の状態（円筒状部材４ｂの下端部
が本体部２ａの底部２ａに当接する状態）との間のいずれの中間位置の状態であっても、
ステッピングモータ２８を原点位置方向に所定時間だけ駆動すれば、必ず、対物レンズ１
７は原点位置となる。
【００４８】
　タイマが所定時間を計数した場合には、ステップＳ２からステップＳ３に進み、後述す
るカウンタの内容を０クリアする。そして、ステップＳ４に進み、撮像処理を行う。撮像
処理とは、ＬＥＤ３３を点灯して対物レンズ１７から照明光を照射し、被写体から反射し
た光を対物レンズ１７から電子内視鏡１内に取り込み、撮像素子２７の受光面に被写体か
らの入射光を結像させる。
【００４９】
　そして、ＣＰＵ４１は、撮像素子ドライバ４４を介して撮像素子２７を駆動し、撮像素
子２７から得られた被写体の撮像信号を撮像素子２７から取り込み、画像処理して画像メ
モリ２６に格納する。
【００５０】
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　次のステップＳ５では、指定パルス数だけステッピングモータ２８を駆動し、次のステ
ップＳ６ではカウンタの計数値にこの指定パルス数だけ加算し、次のステップＳ７では、
カウンタの合計計数値を指定数を比較する。
【００５１】
　そして、カウンタの合計計数値が指定数に達していない場合には、ステップＳ７からス
テップＳ４に戻って撮像処理を行い、以後、ステップＳ４～Ｓ７の処理ループを繰り返し
実行する。カウンタの合計計数値が指定数達したときは、この図５の処理を終了する。
【００５２】
　図８は、図５のステップＳ４を繰り返し実行するときの対物レンズ１７の撮像視野の移
動を例示する図である。原点位置で行う初回の撮像処理では、図８の「Ｎｏ．００１」で
示す視野の被写体画像を撮像素子２７から取得する。
【００５３】
　この視野「Ｎｏ．００１」の被写体画像を撮像した後には、ステップＳ５で指定パルス
数のステッピングモータ２８の駆動が行われるため、円筒状部材４ｂは指定パルス数だけ
回転する。これにより、円筒状部材４ｂは本体部２内に螺入して引っ込むことになり、次
の視野は、図８の「Ｎｏ．００２」となり、この視野の被写体画像を撮像し、画像データ
を画像メモリ２６に蓄積することになる。
【００５４】
　以後、視野をＮｏ．００３→Ｎｏ．００４→Ｎｏ．００５……と移動させて撮像処理と
画像データのメモリ２６への蓄積を繰り返す。図６は、図３の状態に比較して、移動レン
ズ枠部４を透明カプセル３内で半周させた状態を示している。移動レンズ枠部４が透明カ
プセル部３内で原点位置から一周（一回転）し終わったときの撮像視野は図８のＮｏ．０
１１となり、二周（二回転）し終わったときの撮像視野は図８のＮｏ．０２１となる。
【００５５】
　また、図７は、円筒状部材４ｂの下端が本体部２の底部２ａに当接しそれ以上その方向
に移動できない状態を示しており、図７に示す状態に達したとき、撮影処理（ステップＳ
４）を繰り返す処理ループの終了となる。即ち、図５のステップＳ７で用いる「指定数」
は、原点位置から図７の状態に達するまでの合計パルス数である。
【００５６】
　図８に例示した個々の撮像視野の移動例では、回転体となる移動レンズ枠部４の回転方
向で、隣接する撮像視野同士の左右の端部が接する様に、あるいは若干重なる様に、図５
のステップＳ５の指定パルス数が設定されている。また、本体部２の内周面と円筒状部材
４ｂの外周面に設けられた螺条のピッチは、回転軸方向に隣接する撮像視野同士の上下の
端部が接する様に、あるいは若干重なる様に設計されている。
【００５７】
　これにより、観察対象となる円筒状の被写体内周面の視野全域の状態を、漏れなく撮像
し画像データとして取得することが可能となる。勿論、個々の撮像視野が大きく重なる様
に、ステッピングモータのパルス数を設定したり螺旋２ｃ，４ｃのピッチを設計しても良
いことはいうまでもない。
【００５８】
　電子内視鏡１による撮像が終了した後は、図４の画像メモリ２６内の蓄積データを外部
に読み出すことになる。この読み出しは、無線を用いて行っても良く、また、図１に示す
チューブ１３，１４内に挿通した配線を用いて読み出しても良い。あるいは、画像メモリ
２６を電子内視鏡１から取り出し可能に設けておき、取り出した画像メモリ２６を別置の
パーソナルコンピュータで読むようにしても良い。
【００５９】
　図１０は、図４の撮像駆動ユニット部５の別実施形態に係る機能ブロック図である。図
４の実施形態との違いは、撮像画像データを外部モニタに送り、外部モニタで撮像画像を
オンラインで観察できるようにし、更に、外部から操作指示を入力できる様にした点だけ
である。
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【００６０】
　この実施形態の場合、ＣＰＵ４１は、画像処理を行うことなく、撮像素子２７から取得
した撮像信号をそのまま外部のビデオプロセッサに送り、ビデオプロセッサが画像処理し
た被写体画像を外部モニタに表示する構成としても良い。外部のビデオプロセッサや外部
モニタとＣＰＵ４１との間の通信は、有線でも無線でも良い。有線で通信を行う場合には
、配線中に電源線を入れることで、外部電源を利用することも可能となる。
【００６１】
　また、制御プログラムとして、図５の制御プログラムの他に、外部からの操作指示に従
って、例えば対物レンズ１７の視野位置を、図８の任意の撮像視野位置に移動させる制御
プログラムを搭載するのが良い。
【００６２】
　尚、上述した実施形態では、移動レンズ枠部４の回転駆動をステッピングモータ２８で
行ったが、ステッピングモータでなくても、回転角や回転長さを精度良く制御できるモー
タであれば良いことはいうまでもない。
【００６３】
　次に、上述した実施形態に係る電子内視鏡１の好適な使用例について説明する。
（ｉ）子宮内視鏡としての使用例：
　近年、女性が罹患する子宮頸ガンの若年齢化が進んでいるが、子宮頸ガンは発見が早け
れば部分摘出で大事に至らないため、早期発見が重要である。しかし、女性の場合、自分
の体を見られることに抵抗があり、検診人口が増えないという傾向がある。
【００６４】
　上述した実施形態に係る電子内視鏡１は、その寸法形状を適切な大きさに設計しておけ
ば、子宮頸ガンの検診に有効である。図１の電子内視鏡１を女性の膣腔内に挿入し、図８
に示す一連の撮像視野位置が子宮頸部に達するように先端部（半球部３ａ）から電子内視
鏡１を子宮頸部にまで挿入することで、子宮頸部の内周面の様子を洩れなく撮像すること
が可能となる。
【００６５】
　例えば、診察室で電子内視鏡１を患者自身の手によって子宮頸部にまで挿入してもらい
、医者は別室で挿入位置を指示したり撮像画像をオンラインでモニタ観察する様にすれば
、検診人口を増やすことが可能となる。また、上述した電子内視鏡１は、電源スイッチ４
７をオンにすれば図５で説明したように対物レンズ１７の位置が自動的に原点位置に戻り
且つ撮像処理が自動的に行われるため、この電子内視鏡１を患者に貸し出し、患者自身が
自宅で自身の子宮頸部の画像を撮像することが可能となる。医者は、電子内視鏡１を回収
し、画像メモリ２６内の撮像画像データを調べることで、診断が可能となる。
【００６６】
　ここで、電子内視鏡１は、子宮頸部にまで挿入した後に電源スイッチ４７を操作して撮
像を開始することができるので、挿入前の体表の画像がモニタに表示され、あるいは画像
メモリ２６に保存されることを回避することができる。それにより、医師に体を見られる
ことの抵抗感を払拭して、検診の普及に寄与することができる。
【００６７】
　（ii)大腸用，直腸用の内視鏡としての使用例：
　大腸や直腸の検診を行う場合、従来は、先端部に撮像素子が搭載された内視鏡で観察す
るため、患部を斜め上方向からしか観察できないという問題がある。しかし、上述した実
施形態の電子内視鏡１を患部位置まで挿入し、撮像を行えば、患部を垂直上方位置から観
察することが可能となり、より詳細に観察ができ、精度の高い診断が可能となる。
【００６８】
　（iii）工業用内視鏡としての使用例：
　例えば、細い配管内の微細なキズを観察する様な工業用の内視鏡として上述した実施形
態の電子内視鏡１を用いることができる。観察対象となる孔や隙間の開口の大きさや挿入
する深さに応じた寸法形状の内視鏡１を用意する。上記したように、キズ等に対して孔の
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内周面に対して垂直上方から観察できるため、より詳細な観察が可能となる。また、一度
挿入すれば、広い範囲（移動レンズ枠部４の軸方向の移動可能長さにおける全周囲の範囲
）の観察が可能となり、小さなキズなどの見逃し率も低下する。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明に係る電子内視鏡は、広い範囲の画像を詳細に撮像することが可能となり、また
、患部や傷などに対して垂直上方から観察することが可能となるため、より精度の高い診
断を行うことができ、医療用内視鏡，工業用内視鏡として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係る電子内視鏡の一実施形態の全体の外観斜視図である。
【図２】図１に示す電子内視鏡の分解斜視図である。
【図３】図１に示す電子内視鏡の縦断面図である。
【図４】図１に示す電子内視鏡に搭載する制御ユニットの機能ブロック図である。
【図５】図４に示すＣＰＵが実行する制御プログラムの処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図６】図３に示す状態から移動レンズ枠部が半周した状態を示す縦断面図である。
【図７】図６に示す移動レンズ枠部が撮像終了位置まで下動した状態を示す縦断面図であ
る。
【図８】図３に示す対物レンズの撮像視野の移動の様子を示す図である。
【図９】図１に示す電子内視鏡を被検体の孔に挿入した状態を示す模式図である。
【図１０】図４に代わる実施形態に係る制御ユニットの機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００７１】
１　電子内視鏡
２　本体部（外殻）
２ａ　底部
２ｂ　電池収納部
２ｃ　内周面に設けた雌ネジ
３　透明カプセル部（外殻）
３ａ　先端の半球部
３ｃ　円筒部
４　移動レンズ枠部（支持体）
４ａ　円盤状の対物レンズ搭載部
４ｂ　円筒状部材
４ｃ　外周面に設けた雄ネジ
４ｄ　内歯歯車
４ｆ　撮像孔
５　撮像駆動ユニット部
１１　電源電池
１２　電池蓋
１３，１４　管
１６　対物ミラー
１７　対物レンズ
２１，２２，２３　基板
２６　画像用メモリ
２７　固体撮像素子
２８　ステッピングモータ（駆動手段）
２９　レンズホルダ
３０　集光レンズ
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３１　ハーフミラー
３２　照明レンズ
３３　ＬＥＤ
３６　モータギア
３７　アイドルギア
４１　ＣＰＵ（制御手段）
４７　電源スイッチ

【図１】 【図２】
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